
魚沼市内防犯カメラ保守点検業務委託 仕様書

本仕様書は、魚沼市内の下記地点に設置された防犯カメラを、正常に稼働させるために

実施する保守点検の内容等を示すものである。

１．対象防犯カメラ所在地

別紙「保守点検対象防犯カメラ一覧」及び「防犯カメラ位置図」のとおり。

２．委託契約期間

60 日間

３．業務内容

受託者は契約期間中に各防犯カメラの点検及び必要箇所の SD カード交換を実施し、

その結果を報告書に取りまとめて委託者へ提出する。 なお、点検項目は以下の各号に掲

げるとおりとする。

(1) カメラ本体

・外観検査・清掃

・撮影状況の確認

・機体の時刻調整

・SD カード(128GB)交換の際にカメラ番号(例 1-1)と交換日（R4/〇/〇）を記入

（参考：sandisk「SDSQQNR-128G-GN6IA」と同等程度）

・SD カード交換不要箇所はカメラ番号のみ記入

(2) 周辺機器等

・電源機器ボックスの外観検査・清掃

・ボックス内機器、配線等の確認

・取付金具、電線等接続部の安全確認

・「動作中」ステッカーの掲示状況確認

４．契約の範囲

本業務完了に必要な官公庁及び関係機関への諸手続きから検収に至るすべての業務を

含むものとし、それらの協議・申請・検査等への対応、及びこれらに必要な印紙等の諸

費用、その他必要な一切を含むものとする。

また、その内容及び進捗状況は発注者に報告するとともに、許可証等が発行された場

合にはその写しを提出すること。



５．報告

点検終了後は作業着手前、作業中、完了写真を報告書に添付し、速やかに提出するこ

と。なお、上記の SD カード以外に交換が必要な部品や不具合を発見した場合は、その状

況が分かる画像等を添付し報告すること。

６．その他

・交換により不要となった SDカードは処分せず、報告時に委託者へ提出すること。

・点検にあたっては、歩行者及び車両の通行に配慮して実施すること。

・点検にあたっては、地域行事の妨げになる等の自治会とトラブルにならないように調

整して行うこと。

・点検時に機器の不具合や部品の交換などの必要が生じた場合は、委託者と協議し指示

を受けること。

・本点検を通じて得た情報（公知の情報を除く）を、本点検の目的以外に使用または漏

洩してはならない。

・その他、本仕様書に記載のない事項については委託者と受託者において別途協議して

決定する。


